
令和５年８月発⾏

北部地区の今後の事業について、事業手法は
「⼟地区画整理事業」、事業主体は「業務代⾏⽅
式による⼟地区画整理組合」として、会員の皆様
にご提案するまちづくり案の検討を進めます。な
お、同日開催された南部地区まちづくり研究会役
員会においても、同様の事業手法・事業主体で進
めることとなりました。

⼟地区画整理事業は、道路や公園などの公共施設を整備・改善し、⼟地の区画を整
え宅地の利⽤の増進を図る事業です。

公共施設が不⼗分な区域では、地権者からその権利に応じて少しずつ⼟地を提供し
てもらい(減歩)、この⼟地を道路・公園などの公共⽤地が増える分に充てるほか、そ
の一部（保留地）を売却し、事業資⾦の一部に充てる事業制度です。

事業手法・事業主体等の選定について

事業手法 ⇒ ⼟地区画整理事業
事業主体 ⇒ ⼟地区画整理組合

（業務代⾏⽅式）

地権者においては、⼟地区画整理事業後の宅地の面積は従前に比べ小さくなるも
のの、 都市計画道路や公園等の公共施設が整備され、⼟地の区画が整うことにより、
利⽤価値の高い宅地が得られます。

議 題

⼟地区画整理事業とは

⿇溝台・新磯野北部地区まちづくり研究会役員会を５⽉２９日（⽉）・３１日（⽔）
・６⽉７日（⽔）・７⽉１１日（火）に開催いたしました。

第２４回・第２５回・第２６回役員会を開催しました

麻溝台・新磯野北部地区まちづくり研究会



北部地区と南部地区を合わせた全域を一体と
したまちづくりの検討をしましたが、北部地区
と南部地区の役員会での検討の⽅向性が異なっ
たため、今後は、北部地区と南部地区それぞれ
で皆様と一緒にまちづくりを進めていく事業検
討パートナーを選定いたします。

北部地区では、１つの事業検討パートナーを
公募し、地区全体におけるまちづくりをまとめ
て代⾏する公募条件について検討を進めます。

また、南部地区では、事業検討パートナーの
数を定めずに公募し、どのように構成するかは
事業者の提案に委ねる公募条件について検討を
進めます。

なお、事業検討パートナーは⼟地区画整理組
合設⽴後に業務代⾏者となることを前提にして
います。

組合
リスク

地価下落による収入（保留地処分⾦）の減少
保留地の売れ残りによる事業停滞
事業⻑期化による事業費の増大 等資⾦融資

（⾦融機関調整）

保留地処分

事業の計画
（コンサル委託）

事業の運営管理

⼟地区画整理組合とは、事業区域内の地権者等が組合員となって設⽴し⼟地区画整理事
業を⾏うもので、設⽴には地権者等の３分の２以上が事業計画に同意する必要があります。

⼟地区画整理組合による⼟地区画整理事業の事業資⾦は、保留地処分⾦のほか、市から
支出される都市計画道路や公共施設等の整備費への助成⾦等から構成されます。これらの
資⾦を財源に、公共施設の工事、宅地の整地、家屋等の移転補償などが⾏われます。

業務代⾏⽅式とは、⼟地区画整理組合が⾏う⼟地区画整理事業の運営管理を業務代⾏者
が代わりに⾏うものです。これにより、組合リスクを軽減し、より安⼼・確実な事業とす
ることができます。

公共減歩

保留地減歩地権者が提供する⼟地

公共⽤地

事業資⾦

⼟地区画整理組合 業務代⾏者

事業区域の⽅向性について議 題

⼟地区画整理組合とは

リスクを軽減

業務
代行者

又は

業務
代行者

業務
代行者

※イメージ図であり、どのように
区域分割するかは未定

業務
代行者



南部地区の一部における事業の検討状況について（業者）

環境アセスメント（環境影響評価）制度とは、開発事業の内容が環境にどのような影響を及ぼ
すかについて、あらかじめ事業者が調査、予測、評価を⾏い、その結果を公表して意⾒を聴き、
それらを踏まえて環境の保全の観点からよりよい事業計画を作り上げていこうという制度です。

相模原市では環境影響評価条例により、
〇 面積が４０ｈａ以上の区域
〇 近郊緑地保全区域を１ｈａ以上含む区域 など
を環境アセスメント調査の対象と定めて
います。詳しくはＨＰをご覧ください。

環境アセスメント（環境影響評価）制度とは

︓近郊緑地保全区域（９ha）

後続地区をどのような事業区域に分割するかは未定ですが、北部地区の北端部の近郊緑地保
全区域は環境アセスメント調査の対象となり、事業化に向けては、事業計画案の検討と並⾏し
て調査の実施が必要となります。

報 告

⽅法書 調査・予測・評価 準備書 評価書

市条例の環境アセスメント
の事務の流れ

配慮書

※配慮書、⽅法書、準備書において、市⻑意⾒書（ゼロカーボン推進課）、市⺠意⾒書、
環境影響評価審査が必要

※配慮書、⽅法書、準備書、評価書は、公告・縦覧が必要

事業計画決定
告示

事業計画案
公告・縦覧

都市計画手続
きとの関係

南部地区の一部の区域において、⺠間事
業者（株式会社エム・レップ）による⼟地
区画整理事業の実施に向けた検討が進んで
おり、工業系の⼟地利⽤が計画されていま
す。約１３０名の権利者に対し、地区計画
（⼟地利⽤に関する整備⽅針）への同意が
８０％、基本合意（事業の実施に関する承
諾）が１００％の合意形成を目指していま
す。
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※R５.8.8時点



【事務局】
相模原市 都市建設局 まちづくり推進部
麻溝台・新磯野地区整備事務所（担当︓事業⽀援班）
TEL︓042-769-1393 FAX︓042-754-8490
E-mail︓aa-seibi@city.sagamihara.kanagawa.jp

ご意⾒やご不明な点がありましたら、下記事務局までご連絡ください。
なお、本たよりは令和５年４⽉時点の登記簿を基に発送しております。相続や売買等で所有

者が変更となった場合や転居等により住所が変更となった場合は、事務局までご一報ください。

南部地区のまちづくり研究会だよりは市のホームページでご覧
いただけます。右のＱＲコードよりアクセスしてください。

役員会の傍聴につきましては、これまでも公開することを前提としてまいりましたが、
第２６回役員会において今後の傍聴の取扱いについて審議した結果、今後は非公開情報
を扱う議題であっても、原則として北部地区の地権者の皆様には傍聴をしていただける
ことといたしました。次回役員会では事業検討パートナー公募に関する議論を⾏う予定
です。傍聴を希望される⽅は事前に事務局（⿇溝台・新磯野地区整備事務所）までお問
合せください。

今後の役員会開催のお知らせ
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今後の傍聴の取扱いについて議 題

日時 令和５年８月２１日（月） 午後６時３０分から午後８時まで
場所 相模原ギオンアリーナ（相模原市⽴総合体育館）２Ｆ 大会議室
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サウンディング型市場調査の提案者と
直接対話をしました︕

⼟地利⽤計画

⼟地区画整理事業において、個⼈施⾏
より組合施⾏の⽅がこの地区には良い、
⺠間開発は難しいと考える理由は︖
→面積規模が大きく地権者数も多いた
め、個⼈施⾏による⼟地区画整理事業
や開発による編入はさすがに難しいと
考える。（団体Ｅ）

組合施⾏の⼟地区画整理事業には
地権者の２／３以上の同意が必要
だが、地権者の１／３が反対して
も事業を進める︖
→一般的には９１％以上の地権者
賛同がないと事業は進まないとさ
れている。企業のモラル上、多く
の反対を押し切って進めることは
できない。（団体Ｇ）

学校や病院などの既存の公共施設は
どうする︖移設する場合の費⽤は︖
→学校や病院などは、進出企業に影
響がなければそのままとするが、影
響する場合、現実的ではないが移設
するという考え⽅もある。また、移
設する場合は、⼟地区画整理組合の
事業費から支出する必要があると考
える。（団体Ｄ）

工期は５〜１０年とあるが、複数の区画を
同時にやれば短くできない︖
→ある区画だけ優先して始めると地権者が
不公平感を抱くことが想定されるため、⼟
地の整備は一度に⾏うのが理想である。事
業区域を分割すると別の事業区域に換地す
ることができないため、全体を一つの事業
として計画しフレキシブルに⾏う⽅が理想
と考えている。（団体Ｇ）

全域を８区域にブロック分けすることについて、
同時進⾏ではなく、合意できるエリアから進め
ていくということ︖
→そのとおりであり、各ブロックで同時にス
タートしたとしても進み具合が違うと考えてい
る。（団体Ｃ）

「事業区域を複数に分割する」とは、事業区域
ごとに分かれてそれぞれ組合をつくるというイ
メージ︖合意形成がまとまらない事業区域があ
れば現状のままという可能性もある︖
→そのとおりであり、事業が実現できない事業
区域があれば全体の計画は変わってしまうため、
それも含めて想定・調整していかなければなら
ない。スピードを重視するあまりまちづくりが
脱線すると良くないため、バランスを考えて計
画していきたい。（団体Ｅ）

事業区域

直接対話
北部地区 団体Ｃ・団体Ｄ・団体Ｅ・団体Ｇ
南部地区 団体Ｃ・団体Ｄ・団体Ｇ・団体Ｉ

まちづくり研究会だより第１８号でもお知らせしましたが、⿇溝台・
新磯野地区整備推進事業の後続地区について、⺠間活⼒を主体とした事
業手法に関し、サウンディング型市場調査を実施した結果が公表されて
います。この結果概要を受けて、役員から希望が特に多かった事業者と、
役員会との対話を実施しました。主な質疑応答をご紹介します。

公表結果



事業者にとって
のメリットは︖
→事業機会の創
出、まちづくり
という公的な使
命感と自社の企
業の発展と考え
る。（団体Ｄ）

物流施設はいつまで需要
がある︖
→近年、物流については
熱を帯びているが、我々
が感じている所では、一
時期に比べると少し熱が
冷めてきている。しかし、
余程のことがない限り需
要は無くならないと考え
ている。（団体Ｃ）

大規模のデータセンターをつくると磁⼒・
磁場などの影響は大丈夫︖また、世界には
どれぐらいのデータセンターがある︖
→磁⼒・磁場などの影響が周辺地域にない
よう考慮した建築物となっている。最近は
都⼼にもビル型のデータセンターが建って
いるが近隣から苦情はない。世界には２０
０箇所ほどあるのではないか。（団体Ｇ）

データセンターの誘致は新聞記事にもあるように
国の戦略に沿った提案︖
→国とも話し合っている。国は既に多数のデータ
センターがある都市部よりも地⽅への設置を援助
したい気持ちもあるが、その⼟地に ある程度の⼈
⼝集積がないと事業の伸びが⾒込めないため、東
京に近い相模原の⿇溝台・新磯野地区は他と比較
できないほど魅⼒的な位置にある。（団体Ｇ）

業務代⾏は１つの会社で⾏う︖
→複数社で役割分担をした１つのグ
ループでと考えている。造成工事を
施工する大手ゼネコンと、事業費を
出し⼟地を買うスポンサーとなる会
社、まとまった⼟地を買って⼟地利
⽤をする会社をミックスしたグルー
プである。この地区を買いたいとい
う会社は多いと思われるので、地権
者の⼟地をいかに有利な形で売る・
貸すかを考える会社を誘致したいと
考えている。（団体Ｉ）

地中障害物の処理⽅針は︖
→調査にも費⽤を要するた
め、処理をしない計画であ
る。保留地を買う企業が調
査をして処理をしたいと希
望したら対応したいと考え
ている。⼟地ごとに地中障
害物に差があると不平等が
あるかもしれないので、ま
だ具体的な想定はしていな
い。（団体Ｃ）

必要以上の地中障害物の処理
はしないとあったが、残して
おくことは現実的に可能︖
→可能である。調査をしてう
まく避けながら建設を⾏うな
ど、掘らなくてよいものは掘
らずに造成したいと考えてい
る。（団体Ｇ）

地上の障害物はどうす
る︖
→地権者による処理が
基本であるが、造成の
地盤面を上げるなどで
費⽤を圧縮するなどの
対応も考えられる。地
下の汚染物質は厄介だ
が、残⼟であれば対処
はできる。（団体Ｉ）

地域交流のエリアとは︖
→この地区で働く⽅の社員食堂な
どの福利厚⽣施設に地域の⽅が訪
れることもできるイメージであり、
地域交流イベントやお祭りの実施
なども検討している。（団体Ｅ）

地域開放されるエリアではドッグランやマル
シェをやるイメージ︖収益は︖
→地権者の意向を伺いながら、⽉一回などの
ペースで趣向を凝らしたイベントを提供してい
きたい。要望によりヨガ教室や恐⻯の模型展、
障がい者の作品展示や社会復帰のための芝刈り
依頼も⾏った経験がある。これらの事業はイベ
ント会社とタイアップして⾏うが、収益性はあ
まりなく、周りの事業で得た利益をイベントで
地域に還元する⽅針で⾏っている。（団体Ｇ）

企業・業種等

地中障害物

地域貢献


